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２．事業の目的と概要 

（１）上位目標 イラクの小中学生が安全で衛生的な環境のもと、学習できるように

なる。 

（２）事業の必要性（背景） 

 

（ア） 事業実施国における一般的な開発（主に教育分野）ニーズ 
イラク国内の経済や社会インフラは、クウェート侵攻以来長年続い

た経済制裁や 1991 年の湾岸戦争と 2003 年のイラク戦争などによ

り、大きなダメージを受け、イラク政府は長きにわたり機能不全に

陥っていた。教育分野においても長期に渡り十分な予算が割り当て

られず、学校施設が破壊されたまま放置されるといった状態が続い

た。 
2013 年時点で 6 歳から 11 歳までの非就学児童は全体の 8.3%、

12 歳から 14 歳では 25.9% 、非識字率は 20％以上と言われており、

教育の改善は急務であった。こうした状況を改善すべく、イラク政

府の教育分野に対する開発優先度は高まりつつあり、国家予算の教

育分野への予算配分が、2007 年度 7.3％であったものが、2013 年

度には 9.3%に上昇していた。 
しかし、2014 年 6 月の武装勢力によるイラク第二の都市である

モスルを含む北部イラクの掌握以来、イラク情勢は再び悪化の一途

をたどっており、2016 年 3 月の時点で 330 万人以上の国内避難民

がいると報告されている。2014 年の 130 万人と比較すると、状況

の改善は見られない上、深刻化が伺える。2016 年 5 月以降も、軍

と武装勢力との攻撃が継続されており、避難民の数は増える一方で

ある。特にアンバール県ファルージャ市からバグダット県に逃れて

くる避難民の数は、どの県よりも顕著である。 
子どもの学校環境にも多大な影響が出ており、UNICEF*1の調

べでは、5 校に 1 校は学校として機能しておらず、残りの 4 校も生

徒があふれかえっている状態である。60 万人以上の子どもが国内避

難民となり、その多くの子どもたちが就学の機会を失っている。避

難民を受け入れているホストコミュニティでは、学校が国内避難民

の一時避難所として使用されただけではなく、攻撃を受け破壊され

ているケースも多く、多くの子どもたちの学習に影響がでており、

就学率や非識字率はさらに悪化していると想定される。就学機会を

失うことは、学力や識字率の悪化という懸念ばかりではなく、児童

労働や低年齢結婚の増加という、新たな問題にも発展している。（出

典：*1 http://www.unicef.org/appeals/iraq.html ） 
こういった状況下、武装勢力に対する多大な軍事費が必要とされ、

石油収益が大幅に低下するなかで、2014 年以降イラク政府は緊縮予

算政策をとっている。結果として、教育分野における開発予算はほ

とんどゼロとされ、唯一教員の給与といった運営費予算のみが確保

されている状態であり、教育環境の改善に政府関連機関は対応がと

れずにいる。 
 
（イ） 「持続可能な開発目標（SDGｓ）」の内容 
 「目標 4：すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生

涯学習の機会を促進する」の中の、「4.1 2030 年までに、すべての子ど

もが男女の区別なく、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償か
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つ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。」に

該当し、持続可能な開発目標に沿ったものであると言える。 
 
（ウ） 国別援助方針との関連性 
 外務省の対イラク国別援助方針では、度重なる戦争や国際社会か

らの経済制裁によって疲弊したイラクの再建に向けた平和構築と国

づくりのため、大目標として「戦後復興から自立発展への移行」が

掲げられている。また重点分野の１つとして、社会インフラ整備が

取り上げられており、生活基盤の整備が設定されている。本事業は、

再び武装勢力の闘争により混乱と危機に見舞われているイラクの平

和を一日でも早く取り戻すために、社会基盤の１つである教育分野

および人々の生活を支える保健衛生分野での支援を中核に据えてい

る。イラクの未来を支える子どもたちが安全で安心して教育を受け

られる機会を絶やさないよう、本事業を通じて学校環境改善を行う

ことは、国別援助方針に沿ったものであると言える。 
 
（エ） 申請事業の内容（事業地、事業内容）になった背景 
<事業内容> 

前述の通り、イラク国内の学校は長期間にわたりメンテナンスが

十分になされておらず老朽化していた。戦闘の激化および国内避難

民の発生により、学校施設は、避難民の一時的なシェルターとして

や、軍の臨時的な倉庫等としても使用されたため、施設の劣化や破

損が進んでいる。また、国内避難民の子どもたちをホストコミュニ

ティの学校に迎え入れることになり、水衛生設備への過度な負荷が

問題となっており、今の状態でこれ以上の生徒の受け入れは不可能

と言われている。 
イラク教育省は 2014 年のイラク危機以降、武装勢力に対抗する

ための軍事拡大や石油価格の低下が原因で、予算削減、人的資源の

不足等により、教育環境整備に十分取り組めない状態が続いている。

2015 年の国内避難民大幅増加により、学習環境はさらに悪化、2016
年入りアンバール県ファルージャ市をはじめ、戦闘は継続されてい

ることが国内避難民の更なる増加につながり、学校環境の改善は達

成されていない。このことから、現行事業に引き続き、イラク危機

の影響を受けた学校 10 校の補修事業を行う。（10 校の概要は別添参

照） 
また、頻繁な人々の移動により伝染性疾病や水因性疾病が拡大す

る危険性は年々高まっており、2013 年が約 600 件だったとの報告

に対し、2014 年は 800 件以上、2015 年は 1000 件近く麻疹感染が

報告されており、2016 年も感染拡大の懸念がある。あわせて、シラ

ミが 1 人の生徒に発生すると学校中に蔓延することが問題となって

おり、国内避難民の生活環境を整えていくことが、病気や感染症の

蔓延を防ぐ一つの手段と言える。本事業では学校修復とともに衛生

教育を実施することで、子どもたちが安全に健康な状態で学校に通

うことができるよう学校環境整備と生活習慣の改善を進める。 
当団体は過去の事業と同様、事業終了後も現地がオーナーシップ

をもって維持管理していくことを目指し、教育省や県教育局と協働

で本事業を進めていく。 
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<事業地> 
上記の通り、中央政府が管轄する地域では、国内避難民は 2015

年 4 月以降急激に増加しており、2016 年のアンバール県の武装勢

力一掃作戦の実行が拍車をかけて、ホストコミュニティへの負荷が

大きくなっている。その一方で、クルド人自治区には多くの国連機

関や国際ＮＧＯ組織が支援に入っているが、中央政府管轄地域はセ

キュリティなどの理由でアクセスが困難な地域であることに加え、

イラク政府の NGO 登録手続きが煩雑であることも影響して、支援

をできる団体が絶対的に少ない。教育省・県教育局と現在のニーズ

を協議し、かつ当団体スタッフのアクセス可否を考慮した結果、支

援優先度が高いキルクーク県、サラハディーン県、バビル県、バグ

ダッド県にある、全校生徒数の 10％以上が国内避難民である学校を

10 校選定した。 
 

（オ） これまでの事業 
2003 年から現在まで学校修復と衛生教育の事業を実施している。

2013 年度の N 連事業では、教育省が十分なリソースを備え始めて

いることを踏まえ、学校修復などのハードコンポーネント中心の支

援から、衛生促進活動および教育省（特に県教育局）のキャパシテ

ィ・ビルディングなどのソフトコンポーネント中心の支援へと移行

していた。しかしながら、2014 年からのイラク危機によりイラク情

勢が再び悪化し、ハードコンポーネントのニーズが高まってきたこ

とを受け、現行事業ではキャパシティ・ビルディングよりも、現在

のニーズに最優先で答えるべく、10 校での学校補修事業および衛生

教育を実施している。イラク情勢は良化するどころか、さらに混迷

を極め、悪化していることから、本申請事業では、現行事業と同様

引き続き 10 校での学校補修事業および衛生教育を実施する。 

（３）事業内容 

 

この事業は、キルクーク県、サラハディーン県、バビル県、バグ

ダッド県において、①全校生徒のうち国内避難民生徒を 10％以上受

け入れており修復を要する 10 校の学校修復、②左記 10 校とその周

辺地域における生徒たちの健康維持・促進のための衛生教育普及を

行うものである。各県ごとの対象校数は、キルクーク県 3 校、サラ

ハディーン県 3 校、バビル県 2 校、バグダッド県 2 校である。対象

校は、学校の状態や国内避難民生徒の受け入れ状況を県教育局が認

識・確認をし、その結果を協議、その上で当団体スタッフが実地調

査を行い、全体の生徒数、国内避難民、水衛生設備の状況、周辺の

治安状況等を考慮し、県教育局とともに決定した。想定受益者数は

各コンポーネントともに国内避難民生徒 2,438 人を含む生徒 8,043
人および教員 294 人の合計 8,337 人である。 
 
(ア) 修復を要する 10 校の学校修復 

上述の 4 県で合計 10 校を修復する。前期・現行事業同様、修復

対象設備はトイレ、洗面台、水飲み場等の水衛生設備、電気設備・

換気施設、ドア・窓など最低限必要とされる教育環境を構築する。

最小限の修復を行うことで生徒の復学に大きな効果があることが過

去の事業からも確認されており、衛生教育は修復部分の持続使用に
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大きく貢献した。また対応を要する学校が増加していることも考慮

し、今回の修復においても緊急な補修のみにとどめる。 
修復の実施に関わる業者の選定に際しては、UNICEF や

UN-HABITAT と契約実績のある業者を招いた非公開入札を実施

し、各業者が提出した見積もりの価格妥当性や過去の実績を検討し、

選定する。 
当団体が現地スタッフとして雇用するエンジニアは、各県教育局

と密に連絡をとりあいながら、建設業者による修復のモニタリング

を担当する。戦闘による道路の封鎖等によって事業地へのアクセス

が制限され、事業が遅延することがないよう、エンジニアは対象地

域の出身者を雇用し、バグダッド事務所から事業地まで移動を極力

減らす。修復が完了した学校は、県教育局に引渡し、工事完了証明

書を同局から受理する。 
 
(イ) 生徒たちの健康維持・促進のための衛生教育普及  

上記の 10 校において衛生知識の普及とその実践を促す活動を行

う。前期事業で衛生教育の促進を行った際に、教員の明らかな変化

が見られ、生徒への衛生に関する指導力が高まったことも確認でき、

病気の蔓延防止にも大きく貢献できた。今回も同じく、当団体が派

遣する衛生指導員による教師向け衛生教育ワークショップを各校 2
日にわたって行う。エンジニアと同様に、衛生指導員は事業地から

雇用し、当団体の衛生専門家による衛生教育訓練を受ける。衛生教

育ワークショップでは、1 日目に衛生指導員が教師に対して伝染病

を防ぐための基本的な衛生知識に関する講義を当団体が作成した教

員用冊子に基づいて行い、2 日目は初日の講義のおさらいと質疑応

答を中心に行う。ワークショップ終了後、参加した教員に対して受

講証明書を渡す。ワークショップで使用される教材は教育省により

内容が確認され、承認をうける。また日頃から生徒や教員の目に触

れることで、より衛生知識が身に着きやすい環境を整えるため、ポ

スターを作成し、校内に掲示する。 
現行事業に引き続き、教育省は劣悪な住環境に暮らす国内避難民

の生徒が急増しているという背景から、家庭への衛生知識の波及を

目的として、生徒への教材配布継続を要請している。このことから

本申請事業においても、教員用教材と学年別に 2 種類の生徒用教材

を配布し、研修を受けた教員による授業で同教材を使用することで、

より生徒たちの衛生への理解が深まることを目指す。清掃用具の配

布についても、学校関係者の自主的な清掃活動を促すことが、修復

された校舎の継続使用に大きく貢献していることを受け、引き続き

補修完了時に学校に配布する。 
 

（４）持続発展性 以下の方法によって事業を進めることで、事業の実施中も実施後も

現地のイラク行政府や学校の教師などが主体的に活動していくこと

が可能となり、本事業の持続発展性を担保できる。 
 学校修復は、当団体エンジニアが全プロセス（学校選定、建設

サイト引き渡し、修復作業中および完工後のモニタリング等）

において、県教育局と協力して実施する。この協力関係を通じ
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（ページ番号標記の上、ここでページを区切ってください） 

て修復の重要性や当団体の知見を県教育局と共有することがで

きる。修復された設備は、県教育局への引き渡し後から、県教

育局が責任をもって管理運営を行う。 
 教育省は、衛生教育ワークショップ用教材を作成し、衛生教育

ワークショップに参加する。これを通じて、教育省は当団体と

衛生教育の重要性やメソッドを共有し、衛生教育の向上に生か

すことができる。 
 衛生教育では、当団体の衛生指導員が教員に対し衛生教育ワー

クショップを行うことで、トレーニングを受けた教員は、事業

が終了した後も生徒に衛生ワークショップを実施することがで

きる。 
 清掃用具の配布は、配布対象者の清掃活動意欲喚起につながり、

学校の衛生環境の改善と持続性に大きく貢献することが確認さ

れている。 

 （５）期待される成果と成

果を測る指標 

(ア) 修復を要する 10 校の学校修復 
期待される効果： 
国内避難民生徒を受け入れており修復を要する 10 校が修復され、

生徒たちが安全で衛生的な教育環境のもと、学習できるようになる。 
成果を測る指標： 

 対象校 10 校の各県教育局への引き渡しを、同局からの工事

完了証明書の受理をもって確認する。 
 教育環境の改善により生徒数が事業前よりも平均して 12%
以上増加したことを、学校長へのヒアリングで確認する。 

 
(イ) 生徒たちの健康維持・促進のための衛生教育普及 
期待される効果： 
事業対象校 10 校の教員が衛生教育手法を学び、衛生の重要性およ

び伝染病につき理解を深める。それらの知識や方法を生徒に楽しく

伝えることで、生徒たちは感染症予防のための基本的な知識や清潔

な環境を維持することの重要性を学び、得た知識をもとに、衛生行

動を実践するようになる。 
成果を測る指標： 

 訓練を受けた教師の 70％が 100点中 80点以上のスコアを得

たことを、訓練後に行われるテストによって確認する。 
70％以上の生徒が、得た知識をもとに衛生行動を実践していること

を、KAP 調査によって確認する。 


